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仕様書 

 

件名：令和 8年度 市民会館舞台機構保守点検業務 

 

１．一般共通事項 

１．１ 概要 

本仕様書は、宮城県岩沼市（以下「本市」という。）において管理する市民

会館舞台機構設備保守点検業務（以下「本業務」という。）に関する仕様を

示す。 

 

１．２ 適用 

本仕様書は、本業務に適用する。なお、本仕様書に規定されていない事項

については、監督職員と協議のうえ、当該協議結果を本業務に反映させるこ

と。 

 

１．３ 履行場所 

市民会館・中央公民館 （所在地：宮城県岩沼市里の杜一丁目２－４５） 

 

１．４ 履行期間 

自 令和 8 年４月１日 

至 令和 9 年３月３１日 

 

２．一般事項 

２．１ 一般事項 

（１）本業務の着手に先立ち、機器の特性や取扱方法を十分に把握したうえ

で着手する。 

（２）本仕様書に規定する事項は、別に定めがある場合を除き、受注者の責

任において履行する。また、本仕様書に規定のない事項であっても、

履行上、当然実施するべき事項については受注者の負担において実施

する。 

（３）すべての契約図書は、相互に補完する。ただし、契約図書間に相違が

ある場合の優先順位は、次の（a）から（b）の順番とするが、あらか

じめ監督職員と協議のうえ解釈する。 

   （a）本仕様書 

   （b）契約書 
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２．２ 用語の定義 

本仕様書において用いる用語の定義は次による。 

（１）「監督職員」とは、契約の適正な履行を確保するために必要な監督を

行う者をいう。 

（２）「検査」とは、契約書に規定する完了検査をいい、本業務の完了の確

認又は支払いの請求に関わる本業務の終了の確認をするために、契約

書に規定する検査職員が行う検査をいう。 

（３）「緊急対応」とは、台風、暴風雨、地震等の発生のおそれがある場合及

びそれらの発生直後並びに各機器の不具合発生時に、臨時に行う保守

等の対応をいう。 

（４）「会館」とは、市民会館・中央公民館をいう。 

 

２．３ 受注者の負担の範囲 

（１）本業務の実施に必要な電気、水道等の使用に係る費用については、無

償とする。ただし、本市役所庁舎又は本市管理の公共施設外における

本業務に必要な電気、水道等の使用に係る費用については、受注者の

負担とする。 

（２）本業務に必要な工具、計測機器等の資機材は、本市で設置又は所有し

ているものを除き、受注者の負担とする。 

（３）本業務に必要な消耗部品、材料等は、受注者の負担とする。ただし、

本市から支給するものは除く。 

（４）不時の故障発生の場合、受託者は委託者の連絡により速やかに技術員

を派遣し修理復旧に対処すること。その場合の費用については、点検・

調整等の軽微な保守により復旧できるものについては契約金額に含

まれるものとする。 

（５）部品の交換その他の修理工事が必要なものについては別途協議するも

のとする。 

（６）受託者の責に帰すべきものについては、受託者の責任において復旧修

理するものとする。 

（７）天災等（地震、火災等）に伴う臨時点検については、契約金額に含ま

れないものとする。 

 

２．４ 関係法令等の遵守 

本業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し本業務の円滑な

遂行を図るものとする。なお、これらに必要な届出がある場合には、監督職

員と協議のうえ受注者にて処理を行うこと。 
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２．５ 業務実施計画書 

業務責任者は、本業務の実施に先立ち本業務の詳細について監督職員と打

ち合わせを行い、その結果に基づいた実施要領、実施体制、緊急連絡体制表

等の様式、その他監督職員の指示する書類、並びに業務責任者等の資格を証

する書類を取りまとめた業務実施計画書を２部（内１部返却用）提出し、監

督職員の承諾を受けること。 

 

２．６ 貸与資料 

受注者等は、本市が所有する図面、取扱説明書等を使用することができる。

ただし、本業務終了後は原状に復することとし、複写を要する場合には事前

に監督職員と協議のうえ、監督職員の指示に従うこと。 

 

２．７ 業務管理 

（１）受注者等は、監督職員から安全に関する情報・指示があった場合には

遅滞なく業務関係者に周知し、安全を図ること。 

（２）受注者等及び業務関係者は、本業務において障害や安全上の問題等が

発生した場合には遅滞なく監督職員に報告し、必要に応じて監督職員

と協力し状況調査や原因究明及び適切な措置と再発防止策を実施す

ること。 

（３）受注者等及び業務関係者は、本業務においてヒヤリ、ハットしたこと

や安全上問題のある箇所等、安全に関する情報を積極的に収集し、監

督職員に書面をもって報告すること。 

 

２．８ 服装等 

業務関係者は、会館内又は公共の場で本業務を履行する場合は、身分を明

らかにするため身分証明書を携帯し、名札又は腕章等を着用して行うこと。

なお、身分証明書及び名札又は腕章等の形式は、あらかじめ業務実施計画書

に記載し、形式に変更があった場合は、速やかに監督職員に通知すること。 

 

２．９ 関連業務 

本市が実施する業務であって、本業務に密接に関連するものについては、

監督職員の指示に従い、互いの工程進捗に支障のないように努めること。 

 

２．１０ 設備の重要度 

本市における全ての設備は、市民への行政サービスに極めて重要な役割を
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果たしており、各設備の障害はその運用及び市民の日常生活に支障を与える

可能性がある。このことから設備の重要性を十分認識するとともに、本業務

の実施に際して運用に重大な影響を及ぼすことがないよう履行方法には、十

分な注意を払うとともに障害に備えた体制で業務の実施に当たらなければ

ならない。また、本業務の実施に際しこれら設備の運用に支障を来すおそれ

のある場合は、あらかじめ監督職員に連絡しその指示に従うこと。 

 

２．１１ 施設の賠償責任 

受注者等及び業務関係者は、各設備又はその他の施設等を故意又は過失に

よって、破損・汚損若しくは滅失してはならない。万一これらを破損・汚損

若しくは滅失した場合は、その旨を速やかに監督職員に報告するとともに、

受注者の負担において修復又は賠償すること。 

 

２．１２ 秘密の保持 

受注者等及び業務関係者は、本業務により知り得たすべての事柄について、

本業務履行中及び本業務完了後においてもこれを他に漏らしてはならない。 

 

２．１３ 契約代金額の支払条件 

本業務における契約代金額の支払いは、２回まで請求できるものとする。

なお、前期・後期ごとの請求時点における履行高を確認し、検査職員による

検査合格の後、受注者は履行高に応じた適切な請求書を監督職員に提出する

こと。なお、当該請求書を受領した日から３０日以内に支払うものとする。 

 

３．業務内容 

３．１ 業務の目的 

   本業務は、舞台機構設備の安全を確保し、事故の発生を未然に防止すると

ともに、機能の維持を図ること、また、不時の故障・不具合等が発生した場

合に、修理・復旧等の適切な処置が速やかに行えるようにすることを目的と

する。 

  

３．２ 点検実施日等 

令和 8年４月１日～令和 9年３月３１日の期間中に前期・後期の２回とす

る。ただし、中ホールは１回とする。 

点検日については、事前に委託者の承諾を得た日とする。 
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３．３ 業務の概要 

（１）対象場所及び設備   

① 大ホール舞台機構設備 

② 中ホール舞台機構設備 

③ 別紙１「保守点検対象機器一覧表」に記載された装置 

（２）定期点検整備 

別紙１「保守点検対象機器一覧表」に基づき、各装置の状態に異常がない

か点検を行って確認し、装置が常に正常かつ 良好に作動するように必要な

整備と調整を行う。また、別紙２「定期点検整備の内容」に基づき、定期的

に点検整備を実施すること。 

（３）臨時保守業務 

業務期間中、当該設備に障害が発生した場合、速やかに適切な処理を行う。 

装置に不時の故障・不具合等が発生した場合に、臨時に点検、調整等を実

施して修理復旧にあたること。その場合の費用については、その都度別途精

算するものとする。受託者の責に帰すべきものについては、受託者の責任に

おいて復旧修理するものとする。 

（４）特に会館が必要とした事項においては、協議のうえ決定するものとする。 

    

４．報告書類等 

４．１ 提出書類 

保守点検終了後、その都度点検報告書（２部）を作成し速やかに提出する

こと。 

なお、報告書作成にあたり測定結果に基づき解析及び考査事項も記入す 

ること。 

 

４．２ 写真撮影 

本業務に伴う写真撮影は、各工程における実施内容が確認できるように撮

影し、監督職員の指示に従い明瞭に印刷されたものを２部提出すること。ま

た、緊急対応等が生じた場合も同様とする。 

 

５．検査 

本業務の検査は、本仕様書及び契約書の定めるところにより行う。なお、

受注者は検査に先立ち、前記４．に規定する報告書類のほか、検査職員又は

監督職員が検査のため提出を求める本業務の成果を示す書類を用意する。 



別紙１

■大ホール

＜舞台吊物装置＞

装置№ 操作

１ 緞帳 昇降装置 電動 ワイヤトラクション式

２ 変形絞り緞帳 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式×３台

３ 暗転幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

定式幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

定式幕 開閉装置 手動 カーテンレール式

第１袖幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第１袖幕 開閉装置 手動 カーテンレール式

第１ボーダーライト 昇降装置 カウンターウェート式

(第１一文字幕共吊）

７ 第１サスペンションライト 昇降装置 手動 カウンターウェート式

８ 第１吊物バトン 昇降装置 手動 カウンターウェート式

９ 第２一文字幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第２袖幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第２袖幕 開閉装置 手動 カーテンレール式

第１天井反射板 昇降装置 電動 ワイヤトラクション式

第１天井反射板 傾斜装置 電動 ワイヤロープ巻取式

１２ 第２吊物バトン 昇降装置 電動 カウンターウェート式

第１中割幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第１中割幕 開閉装置 手動 カーテンレール式

第２ボーダーライト 昇降装置 カウンターウェート式

(第３一文字幕共吊）

１５ 第２サスペンションライト 昇降装置 手動 カウンターウェート式

スクリーン 昇降装置 電動 ワイヤトラクション式

スクリーンカーテン 開閉装置 電動 ワイヤロープ巻取巻戻し式

スクリーンカットマスク 開閉装置 電動 ワイヤロープ巻取巻戻し式

１７ 第３吊物バトン 昇降装置 手動 カウンターウェート式

１８ 第４一文字幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

１９ 第４吊物バトン 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第２中割幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第２中割幕 開閉装置 手動 カーテンレール式

２１ 第３サスペンションライト 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第２天井反射板 昇降装置 電動 ワイヤトラクション式

第２天井反射板 傾斜装置 電動 ワイヤロープ巻取式

２３ 第５吊物バトン 昇降装置 手動 カウンターウェート式

１０

１１

１３

１４

２０

２２

手動

１６

保守点検対象機器一覧表

装　　　　置　　　　名　　　　称 機構方式

４

５

６
手動



装置№ 操作

２４ 第６吊物バトン 昇降装置 手動 カウンターウェート式

２５ 第５一文字幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第３袖幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第３袖幕 開閉装置 手動 カーテンレール式

２７ 第７吊物バトン 昇降装置 手動 カウンターウェート式

２８ 正面反射板 昇降装置 電動 ワイヤトラクション式

２９ 第４サスペンションライト 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第４袖幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第４袖幕 開閉装置 手動 カーテンレール式

ホリゾントライト 昇降装置 カウンターウェート式

(第６一文字幕共吊）

３２ 第８吊物バトン 昇降装置 手動 カウンターウェート式

３３ 第９吊物バトン 昇降装置 手動 カウンターウェート式

バック幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

バック幕 開閉装置 手動 カーテンレール式

３５ ホリゾント幕 昇降装置 手動 カウンターウェート式

第１側面反射板(上手) 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式

回転扉 旋回装置 手動 手押し式

第１側面反射板(下手) 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式

回転扉 旋回装置 手動 手押し式

３８ 第２側面反射板(上手) 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式

３９ 第２側面反射板(下手) 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式

＜客席吊物装置＞

装置№ 操作

--- 残響可変板A(正面) 旋回装置 電動 パワーシリンダー式×３台

--- 残響可変板B(上手) 旋回装置 電動 パワーシリンダー式×２台

--- 残響可変板B(下手) 旋回装置 電動 パワーシリンダー式×２台

--- 残響可変板C(上手) 旋回装置 電動 パワーシリンダー式×３台

--- 残響可変板C(下手) 旋回装置 電動 パワーシリンダー式×３台

＜操作盤・制御盤＞

盤記号 面数

--- 舞台吊物装置制御盤 1

--- 舞台吊物装置操作盤 1

--- 映写室操作箱 1

--- 残響可変制御盤 1

装置名称 機構方式

２６

３１
手動

３４

３６

３７

装置名称 機構方式

盤　　　　名　　　　称 備　　　　　考

照明フェーダー・インターホン・EVM
・３点吊マイク・開演ブザー除く
緞帳・カーテン・カットマスク用
客席調光除く

３０



■中ホール

＜舞台吊物装置＞

装置№ 操作

１ シーリングライト 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式

中割緞帳 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式

中割緞帳 開閉装置 電動 ワイヤロープ巻取巻戻し式

ボーダーライト 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式

(第１一文字幕共吊）

４ サスペンションライト 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式

５ 第１吊物バトン(スクリーン) 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式

アッパーホリゾントライト 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式

(第２一文字幕共吊）

７ 第２吊物バトン(ホリゾント幕) 昇降装置 電動 ワイヤロープ巻取式

＜舞台迫り装置＞

装置№ 操作

舞台迫り(前) 電動 ネジスクリュー式

ワゴンステージ 走行装置 手動 手押し式×４台

舞台迫り(後) 電動 ネジスクリュー式

ワゴンステージ 走行装置 手動 手押し式×４台

＜操作盤・制御盤＞

盤記号 面数

--- 舞台機構装置制御盤 1

--- 舞台機構装置操作盤 1 禁煙表示・照明除く

--- 効果室操作箱 1 中割緞帳開閉用

２

盤　　　　名　　　　称 備　　　　　考

２

３

６

装　　　　置　　　　名　　　　称 機　　　構　　　方　　　式

１

装　　　　置　　　　名　　　　称 機　　　構　　　方　　　式



＜保守点検対象外項目＞

項目№

１ 音響反射板の木部

２ 舞台床の木部

３ 床機構装置の木部

４ 残響可変装置の木部

５ 舞台幕類本体（緞帳本体含む）

６ 舞台照明設備の一切

７ 舞台音響設備の一切

８ 舞台大道具備品

項　　　　　　　　　　　目


